
2 ．通所型サービス（デイサービスなど）

○通所介護相当サービス
　  　従前の国の基準に基づいた介護事業所による通所サービスです。利用者の心身
機能の維持向上や、家族の介護負担の軽減を目的としており、日常生活上の支援
や機能訓練などが必要な場合に利用できます。

○通所型サービスＡ
　  　富士見市の基準に基づいた介護事業所による通所サービスです。運動や趣味、
レクリエーションによる高齢者同士の交流など、これまでよりも介護予防に重点
を置いた内容となっており、日常生活行為の向上のために利用できます。
　※  利用時間・利用日数に応じた費用負担や、送迎・入浴の有無を選択できるよう

になります。

○通所型サービスＣ
　  　原則 3～ 6か月の短期集中で行う
通所サービスで、運動機能の向上など、
1人ひとりの状態の改善に向けたプロ
グラムを提供します。（利用者の自己
負担はありません。）

■自己負担のめやす（ 1か月につき）
※送迎、入浴を含む。食費や日常生活費は別途負担となります。

要支援 1・事業対象者 1,691円
要支援 2・（＊事業対象者）

＊介護予防ケアマネジメントにより必要性が認められた場合
3,468円
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